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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２６年９月５日（金）午前１０時　　　開会

　　　　　　　　　　　　午後　０時６分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 森西　正  副委員長 山崎雅数  委　　員 福住礼子

委　　員 村上英明  委　　員 市来賢太郎 委　　員 増永和起 

１．欠席委員

なし　

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

生活環境部長　杉本正彦 同部理事　北野人士

同部次長兼産業振興課長　山田雅也

自治振興課長　早川　茂　　環境政策課長　丹羽和人

保健福祉部長　堤　守

同部参事兼高齢介護課長　鈴木康之　同課参事　川口敦子

保健福祉課長　前野さゆみ　障害福祉課長　吉田量治

国保年金課長　安田信吾

１．出席した議会事務局職員
事務局長　藤井智哉 同局書記　井上智之


１．審査案件（審査順）

議案第４７号　平成２６年度摂津市一般会計補正予算（第２号）所管分

議案第６１号　摂津市民文化ホール条例の一部を改正する条例制定の件

議案第６０号　摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する

条例制定の件所管分

議案第４９号　平成２６年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

議案第５１号　平成２６年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第２号）
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（午前１０時　開会）

○森西正委員長　ただいまから民生常任

委員会を開会します。

　理事者から挨拶を受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　本会議に引き続いての委員会、大変ご

苦労さまでございます。

　本日は、昨日の本会議で当委員会に付

託されました案件について、ご審査をい

ただくわけですが、どうぞ慎重審査の上、

ご可決賜りますようよろしくお願いいた

します。

　一旦退席させていただきます。

○森西正委員長　挨拶が終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、増永委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しております案のとおり行うことに

異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　異議なしと認め、その

ように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○森西正委員長　再開をいたします。

　議案第４７号所管分の審査を行います。

　本件につきましては、補足説明は省略

いたしますが、理事者から本件に関する

参考資料の提出の申し出がありましたの

で、これを許可します。

　それでは、参考資料について説明を求

めます。

　堤保健福祉部長。

○堤保健福祉部長　ただいま配付させて

いただきました資料につきましてご説明

申し上げます。

　資料１枚目は民生常任委員の皆様への

事業内容のお知らせ、２枚目以降につき

ましては、水痘・高齢者肺炎球菌の定期

予防接種の対象者の方にお送りいたしま

すそれぞれの事業内容の説明文でござい

ます。

　このたび、一般会計補正予算第２号に

計上いたしております水痘・高齢者肺炎

球菌の定期予防接種関係予算につきまし

ては、１０月１日からの事業開始を予定

いたしておりますけれども、水痘につき

ましては経過措置のため接種対象者が複

雑であること、また高齢者肺炎球菌につ

きましては任意の助成事業を本年４月１

日から開始していますことなどから、１

０月１日からの広報・ホームページに掲

載するだけでなく、対象者の方に事前に

個別通知をお送りし、周知を図る必要が

あると考えております。そこで、本日、

民生常任委員会でご審査いただきました

後、事前に個別通知することにつきまし

て、ご了解を賜りたいと存じます。よろ

しくお願い申し上げます。

○森西正委員長　説明が終わり、質疑に

入ります。

　増永委員。

○増永和起委員　一般会計補正予算書２

６ページの文化ホール設計委託料に関し

て、これは具体的にはどういう改修なの

か、何のための改修か、またはスケジュー

ルについて、お答えいただきたいと思い

ます。

　それから、今もお話にありました予防

接種の委託料、同じく２６ページの分で

すけれども、これについて今資料もいた

だきましたが、もう少し具体的な内容に

ついて、それから高齢者の肺炎球菌は任

意の制度もあるということでおっしゃっ

ていましたけれども、それとどう違うの

か。大体予防接種についての総額が幾ら

くらいかかって、そのうちの自己負担が

どれぐらいか、任意の制度とこの新しい
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定期予防接種と違うのか、またどんなと

ころで接種を受けられるのかということ

も両方について教えていただきたいと思

います。

　それから、３番目の質問について、次

世代自動車専用充電設備についての設置

業務委託料、管理業務委託料についてで

すけれども、これは具体的な内容ですね。

経済産業省や大阪府からもいろいろと制

度のことが出てると思うんですけれども、

それから次世代自動車振興センターとい

うところからも補助が出るんだと思うん

ですが、そういうことについてもお伺い

したいと思います。

○森西正委員長　それでは、答弁お願い

します。

　丹羽課長。

○丹羽環境政策課長　ご質問いただきま

した次世代自動車専用充電設備設置業務

委託料などについて、ご説明させていた

だきます。

　今回、補正予算で上げさせていただい

てます内容につきましては次世代自動車

充電インフラ整備促進事業補助金、この

補助金が先ほど申されました次世代自動

車振興センターの助成金でございます。

それと、充電インフラ普及プロジェクト

の助成金、こちらのほうは日本充電サー

ビスからの助成金でございまして、この

２つの助成金を活用させていただきまし

て電気自動車の急速充電設備を市役所前

の駐車場に設置し、電気自動車の利便性

を高めることで低炭素型交通を促進し、

ＣＯ２の削減をすることで地球温暖化対

策を進める市の率先行動として取り組む

ものでございます。なお、本助成を受け

るためには年内に工事を完了する必要が

ございまして、今回の補正予算をご提案

させていただいた次第でございます。

○森西正委員長　早川課長。

○早川自治振興課長　文化ホールの耐震

工事について、お答えさせていただきま

す。

　文化ホールにつきましては３０年以上

の経過がございまして、各部の老朽化が

進んでおります。厳しい財政状況でもあ

り、効果的かつ効率的にコストを抑えた

建物の維持管理を進めてきたところでご

ざいますが、耐震のみの工事でも長期の

休館が必要であり、また、平成２８年１

１月には市制５０周年を迎えます。これ

とあわせて、耐震工事等大規模のリニュー

アルの工事を行います。これにより、新

しいホールは市のイメージアップにもつ

ながることから、今後の建物の維持を図

るつもりでございます。着工時期につき

ましては、利用者への周知やイベント等

影響の少ない時期を考慮しておりますが、

関係各課と協議して進めてまいりたいと

思います。

　それと、改修工事の内容でございます

が、建具の改修、窓枠サッシの交換でご

ざいます。それと空調機改修、それとト

イレ改修、客席改修、ロビー改修、舞台

改修等々予定しております。

○森西正委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　保健福祉課に係り

ますご質問にお答えさせていただきます。

　高齢者肺炎球菌につきまして、先ほど

部長のほうから本年度から開始したと申

し上げましたが、平成２５年度から任意

の予防接種は開始しております。訂正さ

せてください。

　平成２５年度から開始しました任意の

高齢者肺炎球菌は７０歳以上を対象とし

ておりまして、７０歳以上の５歳ごとの

節目の方を対象としております。今回、

定期の予防接種は６５歳以上ですので対

象年齢が変わります。経過措置があり、

経過措置では５歳刻みの節目年齢という
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形になっております。今、お手元に配付

させてもらいました資料で、高齢者肺炎

球菌対象者が次の年齢になる方を示して

おります。定期のほうはここに対象年月

日が書いてありまして、６５歳になられ

る方々が対象になりますけれども、任意

の場合は接種時に７０歳の方という形に

なりますので、対象者が少しずれるとい

うことになります。

　自己負担については、任意の場合は３，

０００円を助成するという形になってお

ります。医療機関によって単価が違うと

思いますが、市からは３，０００円を助

成となっております。定期の分は、自己

負担２，０００円で接種することができ

ます。

　実施医療機関は、今、配付させていた

だきました資料に一覧表になっている市

内の医療機関で接種することが可能となっ

ております。

○森西正委員長　増永委員。

○増永和起委員　２回目の質問をさせて

いただきます。

　文化ホールですけれども、さまざまな

改修がされるということがわかりました。

まだ着工時期は未定ということですかね。

トイレとか客席なんかもそうですけれど

も、障害のある方なども利用しやすいよ

うに、また高齢者の皆さんも利用しやす

いようにバリアフリーであるとか、そう

いう部分もされるということなのではな

いかと思うのですが、そこら辺のことも

ちょっと詳しく聞かせていただけたらな

というふうに思います。

　それから、予防接種のほうですけれど

も、昨年度受けられた方も何人か市民の

方からお声を聞いてるんですが、やはり

その５歳刻みというところで、そうでな

い方は自分で費用を全額払って任意で受

けるという格好になると思うんですけど

も、やはりもっと対象を広げてほしいと

いうふうな声も聞いていました。今のお

話ですと、任意の分とそれから定期接種

の分と両方とも摂津市としてやっていく

ということなのか、そこのところをもう

一回きちっとお聞きしたいなというふう

に思うんです。

　今までの任意の分は、対象となられる

年代の方のどれぐらいが接種をされてい

るのかですね。できるだけたくさんの方

に受けていただきたいということだと思

うんですけれども、この接種率を上げる

ためにどうしたらいいのかというふうな

ことも考えておられると思うので、それ

についてもお聞きしたいと思います。よ

ろしくお願いします。

　それから、次世代自動車の件ですけれ

ども、地球温暖化対策のためというふう

なこともありましたが、ちょっと読んで

みましたら、高速の充電設備、これが次

世代自動車充電インフラ設備に係るビジョ

ンに沿ったものというのが今回の対象に

なっているのかなと思うんですけど、自

治体でビジョンをつくるというふうに経

済産業省のホームページなんかを見ると

書いてあったのですけれども、これは大

阪府のビジョンに摂津市が今回するもの

が合致してるという受けとめでいいのか、

それとも摂津市としてもこのビジョンと

いうのをつくっていくおつもりなのか、

ちょっとその辺のビジョンについてとい

うのをもう少しお聞かせいただきたいと

思います。

○森西正委員長　早川課長。

○早川自治振興課長　文化ホールについ

ての質問にお答えさせていただきます。

　着工につきましては平成２７年度を予

定しております。また、施設のバリアフ

リー化でございますが、トイレの改修、

こちらのほうにつきましては全面洋式へ
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変更させていただきます。それと、ベビー

チェアの設置等々を今のところ予定させ

ていただいております。客席のほうにつ

きましては、開館当初より利用者から狭

い、座りにくい等々のお声をいただいて

おりますので、若干座席数は減りますが、

広くする予定で考えております。

○森西正委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　平成２５年度から

任意の高齢者肺炎球菌の接種を開始して

いますが、この定期接種が始まりますの

で、平成２７年の３月で任意のほうは終

了しようと思っております。接種者数で

すが、平成２５年度から本年７月までで

２８０人の方が接種されております。対

象者が４，５００人ぐらいおられるかと

思いますので、七、八％受けていただい

ていると思います。

　また、接種率を上げていくためには、

今回は年度途中からの開始になりますの

で、対象になられる方には個別通知をす

るということと、民生委員や老人クラブ

などの高齢者とかかわられているところ

に周知をしていこうと思っているところ

でございます。

○森西正委員長　丹羽課長。

○丹羽環境政策課長　先ほどのビジョン

についてお答えさせていただきます。

　ビジョンにつきましては、地方自治体

でつくるということになってございまし

て、大阪府のほうで策定されております。

次世代自動車充電インフラ設備に係るビ

ジョンということで策定されておりまし

て、ここに設置の基数等も既にエリアに

よって決まっておりますので、大阪府に

問い合わせをさせていただきまして、本

設置がこのビジョンに該当するかどうか

確認したところ、該当するというような

お答えをいただいております。

○森西正委員長　増永委員。

○増永和起委員　文化ホールに関しては

いろいろと使いやすく改修していただけ

るということですので、ぜひよろしくお

願いいたします。

　それから、予防接種に関してですけれ

ども、七、八％の方の接種ということで、

もっともっと広がっていくべきだなとい

うふうに思います。そういうご努力もさ

れるということですので、それもお願い

したいのですが、やはりなかなか広がら

ない理由の一つには、年齢が来ないと受

けられないということがあると思うんで

す。間の年齢で受けてしまうと、５年間

接種ができないというか副作用の関係な

んかもあるので、長い方だと４年間待た

ないと自分の順番が来ないというふうな

こともあると思うので、ぜひその間の年

齢で受けられるようなことを任意で行っ

ていただけないかなということをお願い

したいと思うんです。神戸市なんかはこ

の任意制度を使って、６５歳以上の方に

対して、定期で受けられない間の年齢の

方が接種ができるようにということで取

り組んでいるようです。それから、練馬

区でも任意を検討してるとか、台東区で

も任意をやりますということでホームペー

ジにうたっておられます。その間の方の

年齢をどうするのかということについて、

摂津市ももうちょっと積極的にしていた

だくとこの肺炎球菌のワクチンを受けら

れる方が広がるかなというふうに思いま

すので、ぜひそこをお答えいただきたい

と思います。

　それから、自己負担ですね。やはり、

自己負担があるというのは、皆さん、自

分の年金が非常に減ってきてる中で、家

族に負担をかけずに自分の年金の中でや

りくりをして接種が受けれたら一番いい

と思うんですけれども、そのためには自

己負担がすごく問題になってくると思う

－5－



んです。今回、定期の場合は２，０００

円になるということで、今までよりもちょっ

と下がったというふうなことだとは思う

んですけれども、非課税の方は無料でい

けるのですかね。それについても教えて

いただきたいし、そこを周知してほしい

と思うんですけれども、そもそも自己負

担がないような形でこの接種ができない

かということについてもぜひご検討いた

だきたいので、そこもお答え願いたいと

思います。

　それから、次世代自動車の分ですけれ

ども、確かに地球温暖化対策ということ

でやられてて、これがいけないとは思わ

ないんですけれども、経済政策として大

手の自動車の会社にたくさんの予算がつ

ぎ込まれるのかなという思いもあります

ので、国家予算として幾らぐらいなのか

ということをちょっと教えていただきた

いなと思います。

　それと、ほかの自治体なんかでは、こ

れを自治体のほうで募集をかけて、一般

の方に対してこの急速充電設備ですかね、

これの普及というふうなことをやろうと

してるような自治体もあると思うんです

けれども、摂津市はこの問題について今

後どうしていくおつもりなのかお聞かせ

ください。

○森西正委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　高齢者肺炎球菌を

任意で継続できないかという件なんです

けれども、今、経過措置で節目年齢となっ

ておりますが、平成３１年度からは６５

歳以上の方が全員対象になります。この

法定の分では一生に１回、６５歳で受け

たら１回だけの公費補助という形になり

ます。それと、先ほど言われましたよう

に、このワクチンはほかのワクチンのイ

ンフルエンザ等のように毎年受けるとい

うものではなくて、５年間あけないと副

反応が強いというようなこととかの管理

的な問題もありますもので、とりあえず

５年間をかけて６５歳以上の方は打って

いただいて、あと平成３１年度からは６

５歳以上全員という形になっていくよう

な仕組みになっております。

　自己負担についてですが、摂津市は２，

０００円という形で決めさせていただい

たんですけれども、大阪府下で見ますと、

３，０００円、４，０００円というとこ

ろもございます。なぜ自己負担が発生す

るかというと、定期予防接種の中で、Ａ

類疾病、Ｂ類疾病という規定がありまし

て、はしかと水痘はＡ類疾病に指定され

ておりまして、そこは普通交付税で９割

が手当てされている。この肺炎球菌とか

インフルエンザはＢ類疾病で分類されて

おりまして、それは３割を交付税で見ら

れてるというようなこともございますの

で、各市町村、インフルエンザとか肺炎

球菌は自己負担をとるというようなこと

で動いている状況でございます。

○森西正委員長　丹羽課長。

○丹羽環境政策課長　次世代自動車関係

の国のほうの予算については、１，５０

０億円ということでお聞きしております。

国のほうが設置の３分の２の補助金を出

していただくことになりますので、あと、

４社の自動車会社からのもう一つの補助

金につきましては３分の１の補助金、充

電インフラ普及プロジェクトとして出し

ていただけるので、その金額になってく

るかと思います。

　補助金についてのお問いですが、今、

電気自動車をご購入されますと、電気自

動車とご自宅での充電設備についてご購

入される方がほとんどと聞いております。

その分につきましては、自動車の本体も

そうでございますが、充電設備について

も補助金が出てるような状況でございま
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す。個々でご購入されるときに既につい

てますので、一般の方についての補助金

は今の現状では考えてございません。

○森西正委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　追加させていただ

きます。

　免除対象についてですけれども、非課

税の方はインフルエンザと同様で免除と

いう形で対象をつくっております。免除

対象になられる方は、生活保護の方と非

課税の方と中国残留邦人の方という形で

インフルエンザと一緒になっております。

○森西正委員長　増永委員。

○増永和起委員　５年間の経過措置の後

は全員がというふうなお話でした。しか

し、それまでの間というのもありますの

で、ぜひ考えていただきたいということ

で、これは要望です。そして、非課税の

方は免除ということで、そもそも摂津市

は自己負担額を他市よりも少なくすると

いうことで努力していただいてるという

ことで、それは評価したいと思ってるん

です。非課税の方が免除ということにつ

いても周知徹底をしていただく、せっか

く個別に通知も出していただくというこ

とですので、そこも無料でも受けられま

すということで、通知をぜひお願いした

いと思います。これは全部要望です。

　それから、次世代自動車の分ですけれ

ども、地球温暖化だけじゃなくて国家戦

略の一つということで国のほうは考えて

いると思うんですけれども、かなりの予

算を使うんだなというふうに思います。

摂津市については、個別の部分について

の制度というのは今のところ考えてない

ということでしたので、それについては

わかりました。また、このことに関して

は今後どういうふうに動いていくのかと

いう問題もあると思うので、ぜひまたい

ろいろと情報もご提供いただきたいと思

います。要望にしておきます。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　市来委員。

○市来賢太郎委員　おはようございます。

　文化ホール費の件で、内容は増永委員

のご質問で確認できたんですけれども、

もともと当初予算で３０５万円というの

を見込んでおられて、それで今回補正で

７４８万５，０００円ということになっ

たんですけれども、内容をお聞きします

と、３０年もたって老朽化があるという

ことと、５０周年を迎えるからリニュー

アルをしてイメージアップをするという

ことで、細かく言うと、窓枠、トイレ、

客席、ロビー、空調などを変えるという

ことなんですけれども、５０周年を迎え

るということも３０年ぐらいたつという

ことも、もともと当初から予定できたこ

とだと思うんです。補正で金額が倍ぐら

い変わる、具体的に何を変更されたのか

お聞きしたいと思います。

　それと、次世代自動車充電設備に関す

ることなんですけれども、当初予算で５，

８２６万４，０００円ということで、そ

れからすると金額が小さく４９３万円の

追加ということ、内容は電気自動車充電

設備を市役所前に設置するということな

んですけれども、当初もそれは予定され

てたことなんだと思うんですけれども、

その補正額で何が実際変わったのかとい

うことだけお聞きしたいと思います。お

願いします。

○森西正委員長　早川課長。

○早川自治振興課長　文化ホールについ

ての質問に答えさせていただきます。

　当初、耐震の工事だけの設計を予定し

ておりましたが、その耐震工事の中で長

期の休館が必要であると言われました。

これが約８か月以上ということで、休館

を行うに当たりまして、利用者の方に迷
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惑をかけるということがございますので、

何度も休館ということはできませんので、

この機会に３０年たっているということ

からリニューアルを考えさせていただき

ました。今回、いろいろご意見もござい

ましたけども、全面のリニューアル工事

を考えております。

　それと、金額でございますが、増えた

金額７４８万５，０００円、これについ

ては先ほど説明させていただきました建

具改修、空調機改修、トイレ改修の設計

委託料でございます。

○森西正委員長　丹羽課長。

○丹羽環境政策課長　次世代自動車の関

係の補助金について、お答えさせていた

だきます。

　この補助金につきましては、実は平成

２４年１１月１２日から募集が始まって

ございます。当初の募集のときには申請

の期間が平成２６年２月２８日というこ

とになってございましたので、昨年度検

討したときには一応当初予算には諸所の

条件がございまして、計上してございま

せんでした。ところが、今回、助成期間

のほうが平成２７年２月２７日までに変

更になったということで、一定見直しを

させていただいたことと、あと充電設備

の要件につきまして、電線から直接引き

込みができるということで、当初は本市

役所の受電設備から電気工事等を行いま

すと多額の費用がかかるという部分もご

ざいましたけれども、今回の条件の緩和

によりまして、電柱から直接引けるとい

うことで一気にそこら辺の条件が変わっ

てきたことがありまして、今回、補正予

算で計上させていただいたものでござい

ます。ですから、当初の予算では全くこ

の部分については計上させていただいて

ございません。

○森西正委員長　市来委員。

○市来賢太郎委員　順序が逆になってす

みません。

　次世代自動車充電設備の件は、当初よ

り日程等、見込めなかった条件緩和とか

があって変わったということでわかりま

した。ありがとうございます。

　文化ホール費の件なんですけれども、

トイレを洋式に変えられるということな

んですけれども、今、和式のトイレもあ

ると思うんですけれども、全部を変える

のか、一部を変えるのかをお聞きしたい

と思います。感染病とかの件とかでいろ

いろ気にされて、肌が触れるのを気にさ

れる方もおられると思うので、和式トイ

レを好まれる方もいらっしゃると思うん

です。全部を変えるとなると、ちょっと

気にされる方もいらっしゃるのかなと思

うのでお聞きしたいと思います。

　それと、先ほどの客席が狭いからちょっ

と広くするので、減るかもしれませんと

いうお話だったんですけれども、今たし

か５３０席ぐらいあったと思うんですが、

どれほど減るのかお聞きしたいと思いま

す。

　あと、空調、ロビーも変えられるとい

うことなんで、この際どのように変わる

のか想定があったら、もしかしたら設計

段階かもしれませんが、お聞きしたいと

思います。

　それと、もう一つ、５０周年を迎える

のでイメージアップということもおっしゃっ

ておられたので、５０周年というような

わかりやすいものが出るのか、イメージ

アップとおっしゃるからには何か特別な

ことがあるんでしたら、この際お聞きし

たいと思います。お願いします。

○森西正委員長　早川課長。

○早川自治振興課長　５０周年のイメー

ジアップといいますか、全面的な改修で

す。今まで３０年以上改修しておりませ
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んので、それを新たにということでクリー

ンなイメージを考えております。

　それと、トイレでございますが、全面

改修、洋式のほうに変えさせていただく

予定でございます。明るく清潔で、お子

様からお年寄りまで利用しやすく衛生的

な設備へと改修ということで考えており

ます。

　それと、空調でございますが、空調は

平成１０年にクーリングタワーの更新を

行っておるんですが、耐用年数も超えて

おりますので、根本的に空調を変えたい

と考えております。

　それと、客席でございますが、客席は

５３０席から約５００席となる予定でご

ざいます。

○森西正委員長　杉本部長。

○杉本生活環境部長　５０周年でリニュー

アルということですけども、やっぱり文

化ホールの外はきれいにしたんですけど、

中がなかなか汚いというか古くなってし

まってます。５０周年の式典等にふさわ

しい建物ということも一つ我々の検討の

中に入ってございますので、そういった

意味も持ってリニューアルということが

今回浮上したというふうにご理解いただ

けたらと思っております。

○森西正委員長　トイレの和式、洋式の

話があったと思うんですけども。

　早川課長。

○早川自治振興課長　全面洋式に変える

予定で考えております。

○森西正委員長　市来委員。

○市来賢太郎委員　５０周年の件からで、

式典等の件で全面リニューアルされるの

できれいにしたいという件、よくわかり

ました。平成２７年度に改修の工事を予

定されてるということなんですけれども、

式典に間に合うというか、式典の際に全

部きれいになってるのかが心配だなとい

うことが一つと、トイレを全部洋式にさ

れるということなんですけれども、これ

は要望なんですけれども、和式を希望さ

れる方もいると思うので、全館全部洋式

となるよりかは、どこかで和式を希望さ

れる方が遠くなっても和式のトイレを選

べるという選択肢を残してほしいなとい

うことを要望させていただきます。

　それと、客席ですけれども、５００席

を予定されて３０席ほど減るということ

なんですけれども、摂津市内は文化ホー

ルが一番人を呼べる大きなホールだと思

うんです。それで、今でも５３０席でぱ

んぱんになってしまって、それで階段と

かに座っていられてる方を時々お見受け

するんですけれども、せっかく全面改装

されて席も全部変えるんでしたら、何か

ちょっと上手に通路を狭くしたりするの

も変かもしれないですけれども、席数は

できるだけ多くとっていただきたいなと

思うので、どうにかならないものかなと

思います。その点をお聞きしたいと思い

ます。

○森西正委員長　早川課長。

○早川自治振興課長　先に座席の件でご

ざいますが、今現在もかなり狭いという

ことで通路が通れない、横の方が座られ

ると行き来ができないということがござ

いますので、約３０席減りますが座席間

を広げるということで検討しておるとこ

ろでございます。

　それと、５０周年に間に合うかという

ことでございますが、予定でございます

が平成２８年９月ごろの竣工を目指して

進めております。

　トイレの和式でございますが、こちら

につきましては市来委員の要望で検討の

ほうをさせていただきたいと思います

○森西正委員長　市来委員。

○市来賢太郎委員　改修なんですけれど
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も、平成２８年竣工ということで今お聞

きしたんですけれども、具体的に日程、

休館ということも今お聞きしましたので、

何月ごろから工事をして何月ごろにはま

た新しく利用できるというような日程が

わかるんでしたら教えていただきたいな

と思います。

　それと、トイレの件は検討していただ

けるということで、よろしくお願いいた

します。

○森西正委員長　早川課長。

○早川自治振興課長　着工時期でござい

ますが、先ほども言いましたが、利用者

への周知やイベント等の影響が少ない時

期を考えておりますので、具体的な日程

等はまだ決定しておりませんので、申し

わけございませんがもうしばらくお待ち

ください。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　福住委員。

○福住礼子委員　おはようございます。

　先に次世代自動車の件につきまして、

歳入のところに次世代自動車専用充電設

備維持助成金７万円というのがございま

す。これは、これからもずっともらえる

ものなのか教えていただきたいなと思い

ます。

　あと、この充電設備、役所のところに

設置されるということでしたが、３６５

日２４時間誰でも使えるようなものなの

か教えていただきたいなというふうに思

います。

　あと、款３民生費、社会福祉費の中に

更生医療費というのが今回補正で上がっ

ておりました。予算では７，５００万円

というのがあったと思います。これにつ

いては国庫が２分の１ですかね、府負担

が４分の１、あと市が４分の１というふ

うな分け方かと思うんですが、今回、補

正でさらに４，５００万円になったとい

うことでこの経緯というか、それと内訳

のほうを教えていただけたらと思います。

　あと、文化ホールにつきましては、市

制５０周年を目指してクリーンなイメー

ジというふうに今おっしゃっておられま

した。３０年も経過したのだなというこ

とも私はちょっと驚いたんですけれども、

市にとって文化ホールがいいイメージに

なるような建物になることを望んでおり

ます。その中でるる中身については先ほ

どご説明があったとおりでございますが、

このクリーンなイメージというのですけ

れども、せっかくならば文化ホールの名

前を変えてみるというのはいかがかと。

せっかくなので、そのぐらいの思い切っ

た計画も考えてみられないかなというふ

うに思ったりしてるんですけれども、そ

の点いかがでしょうか。

　あと、もう一つ、小児用の水痘ワクチ

ンの件ですけれども、これについてはこ

の説明を読めばいいんでしょうけれども、

この辺の周知についてもう少し教えてい

ただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。

○森西正委員長　丹羽課長。

○丹羽環境政策課長　次世代自動車専用

の助成金の関係でございますが、助成金

につきましては、設置してから８年間は

助成金がいただけるということで現状決

まっております。この補助金につきまし

ても、８年目以降についても現在検討中

ということとお聞きしております。

　それと、利用時間についてでございま

すが、基本的には市役所前の駐車場を利

用しますので、市役所の開庁時間を予定

してございます。ですから、土・日・祝

日については当然閉庁して前のほうも閉

めてる状態になってますので、そういう

形でＰＲのほうをさせていただきたいと

いうふうに考えております。
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○森西正委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　それでは、障害福

祉課に係るご質問に関して、ご答弁させ

ていただきます。

　更生医療費に関しましては、身体障害

者手帳を交付された１８歳以上の方を対

象とした制度でございまして、身体障害

の程度を軽くしたり、残された機能を回

復することを目的として指定の医療機関

で手術などを受ける場合に必要な医療費

を補助する制度で、国の制度なので国が

２分の１、府が４分の１というふうな助

成を受けられる制度でございます。

　このたび補正をお願いさせていただい

てますのは、この２６年度の予算査定後

に生活保護受給者の腎臓疾患の方の申請

が６名ございまして、その年間の医療費

がお一人当たり約４５０万円程度かかっ

ております。また、心臓疾患の手術をさ

れた方が１名ございまして、その手術の

費用が８００万円ぐらいかかっておりま

して、あと肢体不自由の方の手術がござ

いまして、２名程度おられまして約３０

０万円の医療費がかかっております。

　全ての方が生活保護を受けられてる方

の場合、医療費を１０割、更生医療費の

ほうでご負担させていただくという制度

でございますので、予算として約３，８

００万円、現在必要になってきておる状

況です。

　また、今年度も腎臓疾患の方がもう既

に１名申請がございまして、今後、２名

程度見込んでおりますので約７００万円

を見込んでおります。その合計額が４，

５００万円ということで、このたび補正

の予算のほうを計上させていただいたと

いうことでございます。よろしくお願い

いたします。

○森西正委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　水痘ワクチンの周

知について、ご答弁させていただきます。

　先ほども部長のほうからもありました

けれども、本日、協議いただいて、終了

しましたら個別通知の準備をしていきた

いと思います。対象者の方に個別通知、

１０月１日号の広報、ホームページに掲

載をしながら、保育所と健診等で周知を

図っていきたいと考えております。

○森西正委員長　それでは、杉本部長。

○杉本生活環境部長　リニューアルの話

でご提案をいただいております愛称とい

うことかと思いますけども、これから市

制５０周年に向けて、庁内でさまざまな

イベントであるとか事業であるとかとい

うのを検討しております。その中で確か

にハードの部分というか建物のリニュー

アルということでイメージアップを図る

ということですけど、そういうソフト面

というか愛称というのも非常にいいアイ

デアだと思いますので、今後、庁内で提

案するなり検討するなりしてまいりたい

と考えております。よろしくお願いいた

します。

○森西正委員長　福住委員。

○福住礼子委員　ありがとうございます。

　次世代自動車の件、わかりました。で

きるだけ開庁以外のときにも使えるとこ

れから電気自動車に乗る方にとってはそ

ういう場所があればうれしいかなという

ふうに思います。自分のことを考えます

と、電気自動車を買ったところで充電す

る場所がないというのがあるものですか

ら、特にそういったこともこれから検討

していただければと思います。

　あと、更生医療費の件につきましては

わかりました。生活保護を受けておられ

る方の体調管理もこれからも大変いろい

ろとあるかと思います。そういう意味で

はこれからのそういう予防とか、そうい

う病気はいつ起こるかわからないので察
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知することは当然できないんですけれど

も、今後、またそういった方に対して何

か対策みたいなもの、例えば検診をもっ

とよく受けてもらうとか、よく受けても

らうというのも変ですけれども、何か進

めていけないものかなと。病気は突発で

起こるものですから、そんな簡単なこと

ではないんでしょうけれども、何かもう

少し健康管理についての推進みたいなも

のが図れないものかなと思うんですけれ

ども、いかがでしょうか。

　あと、子どもの小児水痘ワクチンの件、

わかりました。もしわかれば今現在どの

ぐらいの対象者がいらっしゃるのか、案

内を送られるということでしたので教え

ていただきたいと思います。

　あと、文化ホールにつきましては、ぜ

ひいい名前をつけていただいて、当然こ

れから２０年か３０年か文化ホールは愛

されていかれる建物かと思います。３０

年後に自分がどうなってるかわかりませ

んけれども、ただ、やっぱりこれから愛

される建物にしていきたいという思いを

たくさんつぎ込んでいただいて、文化ホー

ルにいい魂を込めていただければなと思

いますので、ぜひそれは要望させていた

だきたいと思います。

○森西正委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　対象者については、

１歳から２歳未満の方が１，２００人、

経過措置で３歳から４歳未満の方が１，

６００人おられますので、２，８００人

に水痘のご案内はしようかと思っており

ます。

○森西正委員長　それでは、吉田課長。

○吉田障害福祉課長　今後、更生医療を

受けられた方の健康の管理の部分という

ことなんですが、特に腎臓疾患の方に関

しましては透析の方ということで、今後

ずっと定期的に透析の医療を受けられる

場合、生活保護の他法活用の制度で更生

医療の制度を利用するということですの

で、更生医療費を障害福祉のほうで出さ

せていただいてるということで、今後、

そういう健康管理の方は生活保護と連携

しながら悪くならないようにやっていけ

たらというふうに思っております。また、

それ以外の方に関しましても、障害をお

持ちの方はこういう他法活用で生活保護

から申請に来られる方に関しましても、

今後、できるだけ健康管理のほうを努め

ていただきたいということで、生活保護

のほうにもお伝えしていきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

○森西正委員長　丹羽課長。

○丹羽環境政策課長　先ほど増永委員の

質問で、国の予算額につきまして、私、

「１，５００億円」とお答えしたと思い

ますけれど、「１，００５億円」でござ

いまして、ご訂正のほうをお願いいたし

ます。よろしくお願いします。

○森西正委員長　それでは、ほかに。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　私のほうからも少し観

点を変えて聞かせていただきたいと思い

ます。

　まず、１２ページの予算の歳入の更生

医療なんですけども、９名の透析、更生

医療の適用を受けるということで、これ

まで生活保護以外の方がもしこれにいらっ

しゃって、この９名の中で年間４５０万

円かかる透析の費用を、健康保険なんか

も使ってはるかもしれませんけど、自己

負担があった方なんかの実態がもしあっ

たら、それを説明いただけたらなと思い

ます。これまで更生医療を使えなかった

ということであったら、結構自己負担が

かかっていたのかなと思いまして。

　それと、文化ホールですけれども、耐

震補強の工事が３０５万円の設計、今度
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の新しいリニューアルの設計が７４８万

５，０００円、この差というかね、これ

はいろんな椅子なんかもきれいにされる

と、デザイン料とかなんかも入ってこん

なちょっとその差ができたのかなと。設

計の予算でこんな差ができるというとこ

ろをちょっと詳しく中身を教えてもらえ

たらなと思っております。

　あと、この工事ですね、耐震補強と今

度のリニューアルの工事が来年度の工事

となってきて、これは一体でやられると

いうことになってくるんでしょうか。一

緒に耐震補強とあわせてやれば、施工費

用の節約なんかにもなるのかどうかを教

えてください。

　リニューアルについては、先ほどもい

ろんなご注文というか要望がいっぱい出

ましたけども、私はこの舞台を使わせて

もらったりしたときに音響なんか、リト

ルカメリアなんかもありますから、音響

をつけるとなると一日仕事になってきた

りとかしますので、舞台の機能アップな

んかもできればお願いをし、盛れるもの

は何でも入れてもらいたいなと思います。

これは要望で結構です。

　それと予防接種ですね。ちょっと整理

しますけど、今は任意の事業で３，００

０円の助成をやってるやつですね。これ

は肺炎球菌ワクチンを１回受けるとなる

と、全体で言うと３万円ぐらい要るのか

な。自己負担が今度は２，０００円にな

る。肺炎球菌ワクチンの全体の金額その

ものをちょっと教えていただきたいのと、

それで自己負担２，０００円で今度、節

目年齢で受けれられるとなると、今まで

やってる助成の３，０００円、受けてら

れた方がそれの必要がなくなるわけです

よね。だから、３，０００円で今やって

る助成というのが同じ年齢で合わされば

要らなくなるということになりますよね。

だから、できたらそういうのも生かして、

狭間にあるというか、平成３１年度から

は全員ということなんですけども、それ

までにその間の方に助成ができないかな

というのもちょっとお聞かせいただけれ

ばなと思います。

　それと、充電設備の維持の７万円とい

うことなんですけども、どんな管理をさ

れるのかなと。設備の安全性なんかもちょっ

と聞かせていただければなと思いまして。

電線から直接とるということになってく

ると、大きな工場なんかは受電設備がそ

のままどんと来てますから、６，０００

ボルトとか結構高圧の部分が下までおり

てくるわけですけども、上から下まで大

きなやつがおりてくるとは思いませんけ

ども、電圧の仕様ですとか、大きな受電

設備やったら関西電力が必ずメーターを

見にくるときに漏電メーターをぱっと当

ててチェックしたりするんですけども、

漏電の管理とか、機械に任せてていいも

のか、その辺をちょっとお聞かせいただ

きたいと思います。

○森西正委員長　委員会審査中でありま

すが、ここで暫時休憩します。

（午前１０時５７分　休憩）

（午前１１時１８分　再開）

○森西正委員長　再開をしたいと思いま

す。

　それでは、答弁からお願いします。

　早川課長。

○早川自治振興課長　文化ホールについ

て、お答えさせていただきます。

　当初の調査設計委託金額でございます

が、こちらについては１９４万４，００

０円が当初の金額でございます。差額の

１０５万６，０００円については、文化

ホールの総合管理の委託料となっており

ます。補正額の７４８万５，０００円、

こちらの設計委託料の内訳でございます
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が、先ほど説明もさせていただきました

が、建具の改修、空調機改修、トイレ改

修、客席改修、ロビー改修、舞台改修な

ど、全て文化ホールの改修費用の設計委

託料となっております。

　それと、耐震工事と今回のリニューア

ルの工事の一体となったものにつきまし

ては安くなるかというお問いでございま

したが、こちらはやはり外壁の足場等を

組みますので、料金的にはやはり若干安

くなると考えております。

○森西正委員長　それでは、吉田課長。

○吉田障害福祉課長　それでは、障害福

祉課に係るご質問に関して、ご答弁させ

ていただきます。

　更生医療で一般に保険に入られてる方

の場合でしたら、医療費の負担、更生医

療を適用された場合は、原則１割負担と

いうことになっております。ただ、上限

負担の所得に応じての制限とかがござい

まして、例えば非課税世帯の８０万円未

満の方でしたら２，５００円とかという

ことで適時なっておるんですが、国の制

度でしたら更生医療という制度ですが、

障害者医療という府・市の制度がござい

まして、多くの腎臓疾患の方の場合でし

たら身障手帳が１級に該当する方も多く

おられますので、実際に障害者医療に適

用になる方が多くなっております。その

場合でしたらその自己負担分を障害者医

療で適用させていただきますので、実際、

ご本人のご負担ということになってきま

すと、障害者医療での範囲ということで、

１回通院とかの場合でしたら５００円と

か、２回まで１，０００円というのが実

状ではないかなというふうに考えており

ます。

○森西正委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　高齢者肺炎球菌に

ついてのご質問にお答えいたします。

　現在、実施しております任意の高齢者

肺炎球菌ワクチンの助成額は３，０００

円でございます。病院のほうで大体８，

０００円ぐらいが全費用となっているか

と思います。ですので、自己負担が５，

０００円で接種されてるのかなと思って

おります。そこを今回定期化することで

自己負担を２，０００円という形になり

ますので、市民の方の負担がもし８，０

００円であれば６，０００円を市が負担

するということになろうかと思います。

先ほども申しましたけれども、この肺炎

球菌ワクチンの特徴として、５年以内で

接種すると副反応が強く出やすいという

不利益の問題もございますし、法定接種

化で生涯に１回というようなところの公

費助成ということもございますので、管

理する上での問題もございまして、両方

で任意と定期を一緒にやっていくのはちょっ

と管理上うまく動かないのかなと思って

るところでございます。平成２５年度か

ら開始したこの任意の高齢者肺炎球菌の

助成は年度途中でございますので、一応

３月までは並行して実施して、その間に

周知をして、平成２７年度からはこの定

期接種のみで実施していこうと考えてお

ります。

○森西正委員長　丹羽課長。

○丹羽環境政策課長　急速充電設備の安

全性等についてということで、お問いに

お答えさせていただきます。

　今回、導入を予定しております急速充

電設備につきましては、定格の入力電圧

についてはＡＣ２００ボルト単相という

ことで、普通の電柱からそのまま引き込

むというような形で、さほど高圧等では

ございませんので危険がないとは考えて

ございますが、先ほどありました管理業

務委託の中には保守メンテナンスの契約

も当然入れていきますので、その中でしっ
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かりと安全性を確認していきたいと思っ

ております。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　すみません、予防接種

のことだけもう一回。

　さっきも言われたように、この新しい

予防接種の自己負担２，０００円で済む

というやつは、生涯に一度ということで

よろしいですね。

○森西正委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　はい。公費助成は

一度です。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　だから、そうすると、

６５歳で受けられたら７０歳になったと

きは受けられないというわけですね。そ

のときに今の３，０００円の助成制度と

いうのは使えるわけですよね。

○森西正委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　任意の接種のほう

は、市としてはこの３月をもって終了と

思っております。ですので、定期化が法

定になりますので、それで実施を続けて

いくという形を思っております。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　つまり、これから６５

歳でこれを受けられた方が７０歳になっ

たときにもうそろそろワクチンの効果が

切れるから受けたいなと思うと、８，０

００円をお支払いして受けないといけな

いということになるわけですね。

○森西正委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　はい。そうでござ

います。

○森西正委員長　ほかに質問はあります

か。

　なければ、以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時２５分　休憩）

（午前１１時２７分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　議案第６１号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。ございませんか。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　これ、プロジェクター

ですよね。これは館内で貸し出しという

ことで、それこそ１日１回２，０００円

というようなことになるんですかね。２

日にわたったり３日にわたったりとかだっ

たら、それぞれ２，０００円ずつで６，

０００円ということになるのかなと。館

内から持ち出すというわけにはいかんの

かなということをちょっとお聞かせ願え

たらと思います。

○森西正委員長　早川課長。

○早川自治振興課長　プロジェクターで

ございますが、１回の使用でございまし

て、２日にわたれば２回分という形で、

また館外へは持ち出しはできませんので、

よろしくお願いしたいと思います。

○森西正委員長　よろしいですか。

　ほかにございますか。

　なければ、以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時２８分　休憩）

（午前１１時３０分　再開）

○森西正委員長　それでは、再開します。

　議案第６０号所管分の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　福住委員。

○福住礼子委員　今回、条例の部分でつ

け加えられてるということになるかと思

いますが、この内容を教えていただきた

いんです。「中国残留邦人等」という、

この「等」という部分と、「及び特定配

偶者」というのがどういった方になるの

かを教えていただきたいと思います。

○森西正委員長　吉田課長。
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○吉田障害福祉課長　中国残留邦人の今

回おられる方の配偶者の方で、帰国され

る以前の方を特定配偶者というふうにさ

れてるということのようです。このたび、

ご夫婦に関して、配偶者の生活支援給付

金というのは配偶者の方に関しても給付

されておったんですが、この残留邦人ご

本人に対する年金が、ご本人が亡くなっ

た後、配偶者だけ残られた場合は給付さ

れてないというような現状になっており

まして、配偶者の方の生活が非常にやっ

ぱりご苦労された中で一緒に帰られてこ

られてるというようなことを鑑みて、配

偶者支援金という形で、この配偶者支援

金は老齢基礎年金の３分の２の額という

程度を今回給付するということが、今回

の法改正の見直しの趣旨というふうになっ

ておるというような状況でございます。

○森西正委員長　福住委員。

○福住礼子委員　現在、そういった対象

となる方というのは何人ぐらいいらっしゃ

いますか。

○森西正委員長　安田課長。

○安田国保年金課長　まず、この医療費

助成の対象にはおられません。摂津市内

におきましては、こちらは生活支援課の

ほうが担当になるんですが、摂津市では

３名ほどの方が対象におられるというの

は聞いております。

○森西正委員長　福住委員。

○福住礼子委員　よくわかりました。新

しく条例が改正されたということで、こ

ういう方たちが救われることをこれから

も望みたいと思います。ありがとうござ

います。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　新しい法律でそういう

方が助かっていくというのはわかるんで

すけども、今回の条例の変更点は、この

３つとも医療助成の分でいうと、除外規

定ですから全く関係ないですね、本会議

でも説明されてるのはね。確認だけお願

いします。

○森西正委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　そうでございます。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　なければ、以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時３４分　休憩）

（午前１１時３５分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　議案第４９号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　市来委員。

○市来賢太郎委員　６ページ、７ページ

のところで、歳入で雑入の補正があった

と思うんです。９８９万円の補正がある

んですけれども、具体的にどのような補

正なのか教えていただきたいと思います。

○森西正委員長　安田課長。

○安田国保年金課長　雑入の補正の内容

でございます。

　今回、歳出のほうで補正をお願いして

おります過年度分の歳出補正額ですが、

過年度の償還金のほうが１，９４８万４，

０００円、これと繰上充用金の減額補正

９５９万４，０００円、これの合計９８

９万円。財源調整という形で雑収入で上

げさせていただいております。

○森西正委員長　安田課長。

○安田国保年金課長　今の補足としまし

て、いわゆる見込みのない収入でござい

ます。あくまで必要となった償還金の財

源として雑収入で充てさせていただいて

いる形になっております。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　増永委員。

○増永和起委員　繰上充用、来年度分に
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回す赤字がちょっと減ったかなというこ

となのかなと思うんですけれども、それ

でも国保の会計は赤字ということで、今

年度は国保料の値上げがあったわけです

けれども、来年度はどうなるのかという

ような平成２５年の決算ももう出されて

るという中で、７月ごろに国のほうとい

ろいろ方針が出て、その中で保険者に対

しての国からの支援というのが恐らく出

されるであろうというふうなことが言わ

れてたと思うんです。しかし、ふたをあ

けてみますと、国のほうは広域化につい

てはどんどん進めていってほしいという

ことを言いながらも、保険者に対しての

支援の財源というのをしっかり示さなかっ

たというふうに聞いております。全国の

知事会からもそこをきちっと示せという

ことを申し入れられているというふうに

思うんですけれども、以前、来年度の摂

津市の国保料も値上げはないですよねと

いうようなご質問をしたときに、保険者

支援が恐らく国からあるであろうと思う

のでできるだけ今後の値上げについては

控えたいというふうなお話があったと思

うんですが、今、どういうふうにお考え

なのかということについてお答えくださ

い。よろしくお願いします。

○森西正委員長　安田課長。

○安田国保年金課長　先ほどの都道府県

化の話とつながってくるんですけども、

都道府県化につきまして、昨年の末に成

立しましたプログラム法案で平成２９年

度の都道府県化が決まりました。これに

基づきまして、ことし１月から委員がおっ

しゃるように、都道府県化に向けた国と

地方の協議が始まっております。

　先日、中間報告のまだ案ではございま

すが、案が示されております。この中で、

やはり以前に私どもが申し上げました保

険者支援制度、これの拡充の早期実現と

いうのも中に含まれております。しかし

ながら、国のほうではまだ抜本的な改革、

財政支援の中身というものを示しており

ませんので、なかなかこの辺が見えてこ

ない状況では来年度の保険料がどうなる

かというのは、今の時点ではちょっとお

答えづらいかなと。

　しかしながら、法定外の繰入について

は、今後減らしていかないといけない。

ここにつきましては、やはり検討してい

かないといけないと。その辺と国の財政

支援とあわせて考えていかなければいけ

ないものと考えております。

○森西正委員長　増永委員。

○増永和起委員　国のほうはなかなか保

険者の支援ということについてしっかり

とした財源を示さない。恐らく社会保険

の中での後期高齢者の総報酬制というん

ですかね、それをやることによって、そ

こから国が社会保険に出している補填金

を引き抜いて、それを充てようと思って

るんではないのかなと。でも、そこに対

して企業側がうんと言わないという状況

があるので、よう示さないんじゃないの

かなというふうに、これは私の推測です

けれども、なかなかこれはすぐには前に

は進まない中身ではないのかなというふ

うに思います。そういう中で、摂津市が

その法定外繰入をできるだけ減らしてい

くということは、やはり市民に対してま

た国保料の負担をさらに強いるというこ

とになると思います。今回もかなりの大

幅な値上げで苦しんでいるというお声を

たくさん聞いています。やはり、ここは

消費税でも非常に苦しんでなかなか大変

な中、市民は今本当に家計の問題で困っ

てるところですので、ぜひとも法定外繰

入をしっかり一般会計からしていただい

て、この国保料のさらなる値上げという

のを抑えていただくようにお願いしたい
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と思います。今の段階ではなかなかそれ

について言えないというような答えだっ

たので、これについては要望といたしま

すけれども、ぜひしっかりと考えて値上

げをしないように再度お願いしておきま

す。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　１点だけお聞きします。

　過年度返還金が１，９４８万４，００

０円、これは決算でも出てますけども、

この時期の要するに国への返還金という

決算に伴ってということで出てくるんで

すけども、去年とかこれまでのほかの返

還金に比べて多ければどうこうとか、少

なければ計算どおりとかそういうことで

はないんですけども、この辺の返還金の

出方というのを、今の国保の現状とあわ

せてどういうふうに見ておられるのか。

ちなみに、この時期の返還金は去年あた

りですとお幾らぐらいだったかわかりま

せんでしょうか。

○森西正委員長　安田課長。

○安田国保年金課長　今回、補正をお願

いしております返還金につきましては、

退職被保険者に係ります療養給付費等交

付金について、２５年度の実績確定によ

り過大交付となりましたことから返還す

るものでございます。昨年度につきまし

ては、逆に過小となっておりましたので

追加で交付をいただいておりますので、

昨年度はこの時期に返還はしておりませ

ん。この時期、返還をお願いするのは９

月末までの返還となっておりますことか

ら今回は補正をお願いしてるんですが、

たまたま去年とことしと比較してここに

ついてどうかというところなんですが、

退職被保険者は６５歳までとなっており

ます。今現状、団塊の世代の方が６５歳

に到達されることがここ数年多くござい

ます。本年度、昨年度につきましても、

団塊の世代の方が一定多く移行され、退

職被保険者から一般被保険者に変わられ

た関係でちょっと医療費のほうの基金が

見込んでおるんですが、この辺の調整が

最後過大となったものと考えております。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　どうしても国保会計と

いったら医療費の出のほうと入ってくる

ほうと、どうしてもそのバランスがあり

ますから、６５歳を迎える全てが一般の

被保険者になられる国保の方々が大きく

なれば幾らかでもそれこそ保険料も入っ

てくるという形になってきますので、そ

の辺のこともしっかり見ていただきなが

ら、保険料はなるべく抑えるということ

につながっていければなと思ってますの

で、よろしくお願いいたします。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　なければ、以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時４５分　休憩）

（午前１１時４７分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　議案第５１号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　増永委員。

○増永和起委員　介護保険の基金に対し

て、質問をしたいと思います。

　８ページに介護保険給付費準備基金積

立金の補正が書かれております。この介

護保険の給付費準備基金というのは、平

成２３年度第４期の終わりに８，２００

万円ほど積み上がってたと思うんです。

この第５期の保険料の決定に当たって、

市長はこの基金を全て取り崩して、また

大阪府にある基金２，４００万円以上で

すかね、これも取り崩して入れて、その

中で介護保険第５期の保険料を決定する
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というふうにおっしゃってたと。できる

だけ介護保険の値上がり幅を抑えたいと

いうふうに言われたと思うんです。

　そういう中で決定されたこの保険料に

基づいて、３年間、年金から天引きの方

なんかだったら、ほとんど介護保険は払っ

てるというんじゃなくてとられてるとい

うふうに言わはるんですけれども、納め

てもらってるという格好になっていると

思いますが、非常に年金が削減されてる

中でしんどいというようなお話を聞いて

います。この第５期の中で、その全てを

取り崩して保険料引き下げのために使う

とおっしゃっておられたこの基金の残高

が今回、またさらにこの補正で積み上がっ

て、平成２５年度末には基金残高が１億

３，５００万円ほどになると思うんです

が、その上にまだ取り崩しの分もありま

すけれども、繰入からこの新たな補正の

積立金を差し引いた残りが積み上がると

思うので、私が計算した中では恐らく１

億６，３００万円ほどが基金残高と平成

２６年にはなるんではないかと。これは

まだ平成２６年終わってませんから予想

ですけれども、そうしますと、平成２３

年が８，２００万円ほどだったのが２倍

に積み上がると、第５期の終わりにとい

うことになると思うんです。一体、そう

したら保険料の金額は果たして妥当だっ

たのかというふうなこと。今度、第６期

の計画も立てなくてはいけませんから、

どういうふうにお考えなのかと。なぜ、

そんなふうに、言ったら大きな黒字が出

てきたのか、その理由も含めてお聞かせ

いただきたいと思います。

○森西正委員長　鈴木参事。

○鈴木保健福祉部参事　それでは、増永

委員の基金について、ご答弁申し上げま

す。

　基金につきましては、３年間の介護保

険の計画に基づき、初年度は黒字が出て、

２年目はとんとんで、３年目は赤字にな

るという流れの中で保険料が設定されて、

基金を適宜使っていくという制度でござ

います。

　基金の現状を申し上げますと、平成２

５年度末の段階では１億３，５５６万５，

３９０円ございました。これは平成２６

年３月３１日の状況で、平成２６年４月

１日といいましょうか、この平成２６年

度がスタートしましたら、基金から平成

２６年度は赤字になるので７，１４９万

６，０００円を取り崩して、残額が６，

４６９万３，９９９円という形で基金の

残高が残ります。今回、補正をお願いし

まして、平成２５年度の精算をした残額

としまして９，３８０万４，０００円を

補正で基金に積み増しさせていただくこ

とになります。基金の総額としまして、

補正可決後は１億５，７８７万３，３９

９円の額に基金が積み上がります。この

金額につきましては、先ほど増永委員さ

んがおっしゃったように、平成２３年度

に比べますと２倍近く、実際には２倍弱

ですけども、２倍ぐらいになっておりま

す。それなら一定保険料がもう少し低い

額でいけたんではないかというお考えを

お持ちかと思いますけども、今回、約９，

３００万円ほど積むに至りました経過と

しましては、かがやきプランの中で本市

が平成２５年度に施設整備を進めまして、

安威川以北に小規模特養、また安威川以

南にも同じように小規模な特養等々を建

設の段取りをしておりましたが、安威川

以南のほうにつきましては、おくればせ

ながら何とか平成２５年度の年度末に施

設が完成した状況でありました。安威川

以北につきましては、昨今、土地の値段

が上がっていることも踏まえまして、建

設費の高騰等により、なかなか特別養護
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老人ホームの小規模の事業を展開してい

ただく事業所がなく、また電話での問い

合わせはありますけども、実際に詳しく

お話を進めていく状況には至っておりま

せん。そういう部分の積み残しが発生い

たしました。これらの給付の見込みの差

分につきまして、今回、小規模特養のお

おむね１年分、安威川以南のほうで整備

をしました小規模特養の開設が若干おく

れたこと、また認知症のデイにつきまし

ても、当初計画は平成２５年の秋ぐらい

からと言われていたのが実際には建設の

関係で２月ごろになったとかいう状況が

ありまして、特にそういう施設整備に伴

う部分が計画より予定がずれたりしまし

て、この分が今回積み増しさせていただ

く大きな要因になった次第でございます。

ですから、保険料の算定における部分に

つきましては、一定適正な保険料設定が

できたと思っております。ただ、施設整

備のほうが若干おくれてきたということ

で給付が見込みより少し低く、その分基

金として給付の財源が残ったという状況

と考えております。

○森西正委員長　増永委員。

○増永和起委員　いろいろ施設整備が計

画と違ってきたというお話だったと思う

んですけれども、やはりこの問題は若干

ずれたというような問題ではなくて、そ

もそも初めから計画の中ではうたってい

るけれども、現実的にそれができてるの

かというふうな問題があると思うんです。

　今、これからもまた第６期に向けてい

ろいろプランを立てられると思うんです

けれども、本当に今回もまたそういうふ

うなプランの中で実現可能なのかどうな

のかと。それについて一体どれだけの利

用者さんがあるのか、先ほど安威川以南

の２４時間対応の分ですかね、それも前

回の委員会でお聞きしましたけど、登録

者は３人というお話だったと思ったんで

すけど、今はふえてらっしゃるかもしれ

ないですけれども、その時点の話ですか

ら。非常に人数的に利用者の少ないもの

についてそれだけの費用をかけるという

ことはどうなのかなという疑問もそのと

きは持ったんですけれども、やはりプラ

ンを立てるのであれば、本当に実現可能

かどうかということもしっかり視野に入

れないといけないし、せっかくプランに

したんだったら、やはり実現させてこそ

皆さんが介護保険料を払った値打ちもあ

るということになると思います。施設の

問題については、やっぱり特養であると

か老健であるとか非常にニーズは高いと

思うので、本当にニーズの高い施設の整

備をやはりぜひとも実現させていただき

たいと思うのと同時に、そういうプラン

についてもきちんと精査をして、極力負

担がかからないような形に保険料につい

ては考えないといけないのではないかと

思います。この積み上がった金額、大体

高齢者の皆さんは１号被保険者ですかね、

その人数で割ると１人当たり１万円以上

ぐらいになるんじゃないかなというふう

な計算ができるんですけれども、そうい

う負担を強いてきたんだということで、

高齢者の皆さんの非常に少ない年金の中

から本当に苦しい思いをして払っておら

れる、そこについてもう少しきちんとし

たプランを立てていったり、またそれを

実現させるという手だてをとっていただ

きたいというふうに思います。

　それとこの基金について、やはりたく

さん積み上がってる基金、これをどうす

るのかということについてもちょっと教

えていただきたいと思います。

○森西正委員長　鈴木参事。

○鈴木保健福祉部参事　まず、今回９，

３８０万４，０００円を補正させていた
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だくに当たりまして、この余りましたと

いいましょうか、給付が少なかったこと

により余剰となりました分を積み立てす

る金額につきましては、保険料で私が換

算しますと、１人約４，８００円程度か

と思います。今、１号被保険者が約２万

人近くおられますので、ざっと概算にな

りますけど、２万人で割っていただけれ

ばその金額になります。それを３６回、

３年間で払っていただく形になりますと、

３６で割りますと、おおむね１００円台

程度の金額が算出されます。これにつき

ましては、先ほど申し上げたように、施

設整備が若干おくれたことによりまして

給付が残ったということでありまして、

もちろんこの差分につきましては、第６

期の計画におきましてその分を保険料の

財源に充当して処理していくという流れ

で進めていきます。

　ただ、かがやきプランの中で、今後ど

ういうふうに整備を進めていくか、また

在宅の支援のサービスをどういうふうに

強化していくか、また市民のサービスの

アンケートの答えなど、いろいろなテー

マを委員の協議の中で決めていく形にな

りますので、サービス内容については今

後の課題として進めていきたいと思って

おります。ただ、基金につきましては全

額保険料に充当して、市民の負担ができ

るだけ少ない形で金額を算定していきた

いと考えております。

○森西正委員長　暫時休憩します。

（午後０時　　　休憩）

（午後０時１分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　増永委員。

○増永和起委員　保険料の金額は、やは

り払われてる高齢者の方にとっては非常

に高いものです。１００円、２００円の

差が生活につながってるというところだ

と思います。２か月分一挙にとられます

し。そういう意味では、保険料の軽減と

いうことについてはできるだけ考えてい

ただきたいと思います。また、あと３年

たったら、またもっと積み上がってたみ

たいなことにならないように、ぜひプラ

ンのほうはしっかりと立てていただきた

いというふうに思います。要望とします。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　１０ページの一般会計

の戻しの２，５００万円ですね。だから、

１億４，５００万円残って、積み立てが

９，４００万円で、府に返還が２，６５

０万円、一般会計の戻しというのは、根

拠というか性質を教えていただきたい。

一応決算で使わなかった一般会計繰入で

あるならば決算内でちゃんと戻していく

のが普通だとは思うんですけども、ここ

で戻す根拠をちょっとお願いします。

○森西正委員長　鈴木参事。

○鈴木保健福祉部参事　今回、一般会計

のほうに戻させていただくお金につきま

しては、２，５０７万４，７２０円です

けども、内訳としまして、まず平成２５

年度に市が負担すべき給付費の概算払い

で受けました差分が１，４５５万９，３

９４円でお返しする財源となり、そのほ

かに主なものとしまして人件費５０万５，

６９０円、また事務費、これは認定審査

会等の審査会の委員報酬であるとか、そ

ういう部分の余剰分をまとめまして一般

会計にお返しする内容となっております。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　決算前には処理できな

かったんですか。

○森西正委員長　鈴木参事。

○鈴木保健福祉部参事　はい、決算前で

は処理できませんでしたので、今回補正

でお願いしております。
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○森西正委員長　よろしいですか。

　ほかにございますか。

　なければ、以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後０時３分　休憩）

（午後０時５分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　討論なしと認め、採決

します。

　議案第４７号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森西正委員長　全員賛成、よって本件

は可決すべきものと決定しました。

　議案第４９号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森西正委員長　全員賛成、よって本件

は可決すべきものと決定しました。

　議案第５１号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森西正委員長　全員賛成、よって本件

は可決すべきものと決定しました。

　議案第６０号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森西正委員長　全員賛成、よって本件

は可決すべきものと決定しました。

　議案第６１号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森西正委員長　全員賛成、よって本件

は可決すべきものと決定しました。

　これで本委員会を閉会します。

（午後０時６分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　民生常任委員長　　森　西　　　正

　民生常任委員　　増　永　和　起
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